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携帯電話管理規程
株式会社
第１条（目  的）
      この規程は、業務に使用する携帯電話の取扱いについて定めたものであり、効率
    的な使用と事故防止を図る事を目的とする。
第１章   社有携帯電話
第２条（管理者）
      会社所有の携帯電話（以下社有携帯電話という）は総務課長が管理し、その使用・
    管理に関する事項、その他の事項について掌握する。
第３条（携帯電話使用適格要件者）
      会社は、次の各号に一に該当する者を社有携帯電話の使用適格要件者とする。
  １．営業部門に属し、顧客との電話連絡がその業務において必要不可欠と認めた者
2． 電話連絡が業務の関係上、重要な位置を占めると会社が特に判断した者
3． その他会社が特に認めた者
第４条（使用届出）
      前条に該当する従業員が社有携帯電話を使用する必要があるときは、所定の
    様式により所属長に対し、社有携帯電話使用の届出をすること。
    届出を受けた所属長は総務課長に対し、携帯電話使用手続をとるものとする。
第５条（使用者の義務）
       携帯電話を使用するものは次の事項を誠実に遵守する義務を負う。
1． 社有携帯電話は紛失、破損しないよう慎重かつ丁寧に取扱い、責任をもって管理すること
2． 社有携帯電話を紛失、または破損した場合は、直ちに総務課長に報告し、指示を受けること
3． 自動車運転中の使用は社有・私有問わず難くこれを禁ずる。やむを得ない緊急の事由がある時は、一旦停車し、安全な場所である事を確認し使用すること
4． 電車、バス等公共の場所においては、状況に配慮して使用すること。また、病
    院、航空機内等での携帯電話の使用は社有・私有問わずこれを禁止する
5． 社有携帯電話は私用にこれを使用しないこと。ただし、緊急若しくはやむを得
    ない事由ある時はこの限りではないが、事後、総務課長に報告すること
   ６．社有携帯電話を無断で他人に貸与しないこと
第６条（使用状況調査）
      会社は、定期的に社有携帯電話ごとの使用状況及び通話記録を、加入電話会社に
    照会する。
第７条（会社の求償権）
      前条において明らかに私用電話であると会社が認めた場合は、当該私用通話料金
    部分を使用者から徴収する。
第８条（使用禁止）
      この規程及び第５条の規定に著しく違反し、社有携帯電話の私用乱用が明らか
    である場合、その他会社が必要と認めた場合には、会社は無期または一定期間、社
    有携帯電話の使用を禁止する。
第９条（返  還）
      従業員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社有携帯電話を返還しなけ
    ればならない。
    １．配置転換等により、本人又は会社が業務上の必要性がなくなったと認めた場合
    ２．第５条に著しく違反した場合で第８条の処分後も改善が見られない場合
    ３．私傷病により休職するとき
    ４．本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき
    ５．期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了するとき
 ６．死亡したとき
（２）返還の際は所定の用紙に必要事項を記載し総務課長に届出ることとする。
第１０条（損害賠償）
      会社は従業員が、故意または過失により社有携帯電話機を紛失または破損した
    場合、必要な報告を怠り会社に損害を与えた場合にはその損害価額について損害を
    賠償させることができる。
第１１条（携帯電話使用者との通話）
      従業員は、社有携帯電話使用者が第５条３号４号の状況であることを知った場
    合には、緊急またはやむを得ない場合を除き、通話を打切り、使用者が安全な場所
    かである事を確認し、かけ直させることを要する。
第２章   私有携帯電話の業務利用
第１２条（使用登録及び手続）
      従業員所有の携帯電話（以下私有携帯電話という）を継続的に業務使用する場合
    には、「私有携帯電話業務利用登録申請書」に必要事項を記入し、所属長を経て総
    務課長に提出しなければならない。
第１３条（登録期間）
      登録の有効期間は原則として１年間とする。ただし、機種の変更及び事故の
     無い場合は自動継続とする。
第１４条（私有携帯電話使用者の義務）
      私有携帯電話の業務上の許可を受けた者は、第４条の義務を守らなければなら
     ない。
第１５条（通話記録の報告・料金の請求）
      私有携帯電話の所有者は、業務利用部分の通話状況を明確にした請求書を作
    成し、総務課長を経由して経理に届出るものとする。
（２）前項請求書には、加入携帯電話会社より送付された、通話記録明細書を添付
    しなければならない。
第１６条（私有携帯電話の業務利用に要した費用の支払）
       前条に規定する事項を経た後、その請求分は毎賃金計算期間の末日に締切り、
     賃金規程に定める賃金支払日に支給する。
       また、消耗品代金及び修理代金等の請求は、総務課長がその都度「私有携帯電
     話業務利用登録申請書」に記載された登録時の状態を基準とし、各月の通話記録
     明細書を総合勘案して、業務利用との関連性があると判断した場合に経費として
     決済する。
第１６条の２（私有携帯電話の業務利用手当）
        第１４条に規定する事項を経た後、 私有携帯電話の業務利用者に対して、携
      帯電話業務利用手当として、月額      円を賃金規程に定める賃金支払日に支
      給する。
第３章   その他
第１７条（事故の取り扱い）
      会社が携帯電話の業務利用を許可し、業務遂行中事故が発生し、負傷又は死亡し
    た場合には、労働者災害補償保険法の定めるところにより処置する。
第１８条（懲  戒）
       前各条の規定に違反した場合、就業規則の定めに基づき懲戒をすることがある。
第１９条（その他）
      本規程に定めの無い事項、その他携帯電話の取扱いに関して問題が生じた場合は、
    総務課長を中心に会社がこれを協議・決定し通知する。
第２０条（規程の変更）
      会社の経営上重大な支障が生じたとき、又は営業成績の著しい低下その他やむを
    得ない事由がある場合には、従業員と協議の上、本規程の一部又は全部の中止、また
    は変更することがある。
                            付           則
 １．この規程は平成     年     月     日から実施する。 

	社用携帯電話使用届
届出年月日：  平成 　   年      月      日

	eq \o\ad(\d\fo"使用者　"(),使用者)
	所属：                            課
	日　　時
	使用
　     年　　月　　　日
貸与
自　   年　　月　　　日
至　   年　  月　　　日
日間

	
	氏  名：
                                  印
	
	

	機種
	
	会社購入年月日

	主 な 取 引 先 等
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	備考

	他部門との調整：
	総　務
	課  長
	所属長


平成     年    月   日
私有携帯電話業務利用登録申請書
                             殿
下記の通り登録願いたく申請します。
申請人                         印
1  氏             名
2  住             所
3  支   社・営業所名                            eq \o\ad(\d\fo"担当業務   "(),担当業務)
4  契   約   社   名
登   録   番   号               型 式
5  契  約  年  月  日              昭和 ・ 平成    年    月     日
6  緊  急  連  絡  先              氏 名                    ＴＥＬ
                                   住 所
７ 保 険 契 約 内 容
10 割 引 若しくは 附随するオプション名
                                   割引             ％
                                                    ％
   その他  

11 保     険      料            

12 備   品   状   況
                    バッテリー
                    ストラップ
社有携帯電話返却届
                     殿
下記の通り社有携帯電話の返却を届出します。
  氏             名   印
  支   社・営業所名                eq \o\ad(\d\fo"担当業務   "(),担当業務)
  貸与期間
  自　   年　　月　　　日至　   年　  月　　　日                    日間
  登   録   番   号               型 式
  備   品   状   況
                    バッテリー
                    ストラップ
返却理由
	総　務
	課  長
	所属長

	
	
	


携帯電話規程の必要性





◆規程を基に管理・教育を図り、将来的な問題をリスクヘッジする
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　４月より営業職の者に携帯電話を貸与し、お客様との連絡や会社からの


  指示受け等に使っておりますが、加入している携帯電話会社からの通話料金


   請求書が先月より倍近く跳ね上がりました。


何かよい方法はあるでしょうか？また社員の携帯電話を社用に使用させた場合は


どうなりますか？





Ｑ





携帯電話もあっという間に普及し､仕事をするうえでの重要性も増え、欠かせない必需品（ビジネスツール）になってきました｡


しかし、便利な反面、従業員に簡単に貸与したり、また、従業員の私有の携帯電話を暗黙の了解で業務上の使用を続けていると、いろいろな問題の原因にもなってきます。


昔から｢私用電話は禁止｣としている企業も多いでしょうが､携帯電話はどこへでも持ち出せるため､適正な管理を放置しておくと、純粋な業務利用部分の通話料金なのか？無断の私用電話か？等不明確な運用になってしまい、放っておくと看過できないものになってきます｡


また、病院や公共交通機関での携帯電話の使用・心得についてや、運転中に携帯電話で取引先との通話中前方不注意で事故を起こした場合の責任の所在などについても、将来的にあり得る問題でしょう。


よって今まで以上の管理と従業員の協力を得ることが必要になります｡





Ａ





その意味においても携帯電話規程を作成し、統括管理責任者は誰なのか、  一般的な利用のルールはどのようなものなのか、事故が起こった場合の会社の責任はどこまで負い、どの程度の補償をするのかをあらかじめ明記し､従業員に周知・教育を行うことで、業務上携帯電話使用の適正な運用を図られることをお勧めします。
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